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了
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五

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号

　

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
。

　

な
お
、
次
の
と
お
り
当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
十
月
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

申
請
の
概
要

　

１　

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

杵
築
市
熊
野
一
丁
目
百
十
一
番

　
　
　
　

大
分
キ
ヤ
ノ
ン
株
式
会
社

　
　
　
　
　

代
表
取
締
役
社
長　

増　

子　

律　

夫

　

２　

特
定
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

　
　
　

杵
築
市
熊
野
一
丁
目
百
十
一
番

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　
　
　

大
分
キ
ヤ
ノ
ン
株
式
会
社　

杵
築
事
業
所

　

３　

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
の
種
類

　
　
　

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
六
十
五
号　

酸
又

　
　

は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
表
面
処
理
施
設

種

類

酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
表
面
処
理
施
設

能

力

水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム　

三
〇
Ｌ
／
日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日

許
可
後

使

用

開

始

予

定

年

月

日

許
可
後

使

用

時

間

間

隔

連
続
使
用

一
日
当
た
り
の
使
用
時
間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

㎥
／
日

―

―

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

―

―

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

―

―

化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

―

―

浮

遊

物

質

量
㎎
／
Ｌ

―

―

窒

素

含

有

量
㎎
／
Ｌ

―

―

り

ん

含

有

量
㎎
／
Ｌ

―

―

Ｎ
―
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
㎎
／
Ｌ

―

―

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

排
水
系
統
に
は
流
さ
ず
、
廃
液
引
取
で
処
理
を
行
う
。

　

４　

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

種

類

工
程
排
水
処
理
施
設

（
告
示
）
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月
十
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二

処

理

方

式

中
和
処
理

能

力

七
二
㎥
／
日

構

造

鉄
骨
・
Ｆ
Ｒ
Ｐ
造

主

要

寸

法

Ｋ
Ａ
中
和
槽　
φ
○
・
六
ｍ
×
五
・
○
ｍ

設

置

年

月

日

平
一
一
・
三
・
三
○

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

㎥
／
日

六
三

六
三

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

水
素
イ
オ
ン
濃
度

一
～
一
二

五
・
八　
　

　

～
八
・
六

一
～
一
二

五
・
八　
　

　

～
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ
　

一
○

　

一
○

　

一
○

　

一
○

化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ
　

一
○

　

一
○

　

一
○

　

一
○

浮

遊

物

質

量
㎎
／
Ｌ
　

一
○

　

一
○

　

一
○

　

一
○

窒

素

含

有

量
㎎
／
Ｌ

一
二
○

一
二
○

一
二
○

一
二
○

り

ん

含

有

量
㎎
／
Ｌ
　
　

○

　
　

○

　
　

○

　
　

○

Ｎ
―
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
㎎
／
Ｌ
　
　

○

　
　

○

　
　

○

　
　

○

種

類

工
程
排
水
処
理
施
設

処

理

方

式

総
合
排
水
処
理
／
凝
集
沈
殿
、
中
和
、
活
性
炭
処
理

能

力

二
八
㎥
／
ｈ

（
告
示
）

構

造

鉄
骨
・
Ｆ
Ｒ
Ｐ
造

主

要

寸

法

№
２
凝
集
槽　
　
　
φ
一
・
○
ｍ
×
一
・
四
ｍ　

№
２
反
応
槽　
　
　
φ
一
・
三
ｍ
×
三
・
○
ｍ　

№
２
加
圧
浮
上
槽　
φ
一
・
三
ｍ
×
二
・
○
ｍ　

排
水
ろ
過
器　
　
　

四
・
三
ｍ
×
一
・
四
ｍ
×
二
・
三
ｍ

回
収
凝
集
ろ
過
器　
φ
一
・
八
ｍ
×
三
・
○
ｍ　

排
水
活
性
炭
塔　
　
φ
一
・
八
ｍ
×
三
・
○
ｍ

設

置

年

月

日

平
一
一
・
三
・
三
○

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

㎥
／
日

六
五
○

六
五
○

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
～
一
一

五
・
八　
　

　

～
八
・
六

五
～
一
一

五
・
八　
　

　

～
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

二
○　

二
○　

二
○　

二
○　

化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

一
六　

二

一
八　

五

浮

遊

物

質

量
㎎
／
Ｌ

五
○　

一
二　

六
○　

一
五　

窒

素

含

有

量
㎎
／
Ｌ

二
五　

五

三
○　

二
○　

り

ん

含

有

量
㎎
／
Ｌ

六

一

八

二

Ｎ
―
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
㎎
／
Ｌ
　
　

一
・
五
　
　

一
・
五

二

二

種

類

ク
ロ
ー
ズ
ド
設
備

処

理

方

式

Ｒ
Ｏ
濃
縮
、
蒸
留
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三

能

力

二
九
㎥
／
ｈ

構

造

鉄
骨
・
Ｆ
Ｒ
Ｐ
造

主

要

寸

法

エ
バ
ポ
原
水
槽　
φ
三
・
六
ｍ
×
六
・
九
ｍ

エ
バ
ポ　
　
　
　

四
ｍ
×
八
ｍ
×
四
・
五
ｍ

Ｒ
Ｏ　
　
　
　
　

二
・
四
ｍ
×
五
ｍ
×
三
ｍ

設

置

年

月

日

平
一
一
・
三
・
三
○

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

㎥
／
日

六
七
六

六
七
六

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

水
素
イ
オ
ン
濃
度

六
～
八

六
～
八

六
～
八

六
～
八

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

五
○

二
未
満

六
○　
　

二
未
満

化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

五
○

二
未
満

六
○　
　

二
未
満

浮

遊

物

質

量
㎎
／
Ｌ

二
○

二
未
満

二
四　
　

二
未
満

窒

素

含

有

量
㎎
／
Ｌ

五
○

一
未
満

六
○　
　

一
未
満

り

ん

含

有

量
㎎
／
Ｌ

七
○

一
未
満

八
四　
　

一
未
満

Ｎ
―
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
㎎
／
Ｌ

　

二

二
未
満

　

二
・
四

二
未
満

種

類

工
程
排
水
処
理
施
設

処

理

方

式

膜
処
理

能

力

二
九
㎥
／
ｈ

（
告
示
）

構

造

鉄
骨
・
Ｆ
Ｒ
Ｐ
造

主

要

寸

法

除
濁
膜
装
置　

一
・
六
ｍ
×
五
・
五
ｍ
×
二
・
五
ｍ

設

置

年

月

日

令
七
・
九
・
一

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

㎥
／
日

六
九
一

六
九
一

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

水
素
イ
オ
ン
濃
度

六
～
八

六
～
八

六
～
八

六
～
八

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

五　
　

五　
　

五　
　

五　
　

化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

二
・
五

二
・
五

二
・
五

二
・
五

浮

遊

物

質

量
㎎
／
Ｌ

一
未
満

一
未
満

一
未
満

一
未
満

窒

素

含

有

量
㎎
／
Ｌ

一
未
満

一
未
満

一
未
満

一
未
満

り

ん

含

有

量
㎎
／
Ｌ

一
未
満

一
未
満

一
未
満

一
未
満

Ｎ
―
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
㎎
／
Ｌ

一
未
満

一
未
満

一
未
満

一
未
満

種

類

合
併
浄
化
槽

処

理

方

式

膜
分
離
型
間
欠
ば
っ
気
方
式

能

力

三
○
○
㎥
／
日
（
二
二
五
○
人
槽
）

構

造

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

沈
砂
・
ス
ク
リ
ー
ン
槽　

一
・
八
ⅿ
×
五
・
五
ⅿ
×
三
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
ⅿ
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四

主

要

寸

法

流
量
調
整
槽　
　
　
　
　

五
・
五
ⅿ
×
七
・
一
ⅿ
×
三
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
ⅿ

間
欠
ば
っ
気
槽　
　
　
　

四
・
五
ⅿ
×
六
・
七
ⅿ
×
四
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
ⅿ

膜
分
離
槽　
　
　
　
　
　

一
・
九
ⅿ
×
六
・
七
ⅿ
×
二
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
ⅿ

活
性
炭
原
水
槽　
　
　
　

一
・
○
ⅿ
×
二
・
七
ⅿ
×
三
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
ⅿ

活
性
炭
吸
着
装
置　
　
　
φ
一
・
五
ⅿ
×
二
・
七
ⅿ

分
配
槽　
　
　
　
　
　
　

一
・
五
ⅿ
×
四
・
○
ⅿ
×
三
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
ⅿ

ば
っ
気
沈
砂
槽　
　
　
　

一
・
五
ⅿ
×
二
・
○
ⅿ
×
三
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
ⅿ

流
量
調
整
槽　
　
　
　
　

（
四
・
○
ⅿ
×
四
・
○
ⅿ
＋
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
○
ⅿ
×
六
・
三
ⅿ
）
×
二
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
ⅿ

ば
っ
気
・
膜
分
離
槽　
　

三
・
二
ⅿ
×
六
・
三
ⅿ
×
三
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
ⅿ

ろ
過
ポ
ン
プ
槽　
　
　
　

○
・
九
ⅿ
×
三
・
七
ⅿ
×
二
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
五
ⅿ

活
性
炭
吸
着
塔　
　
　
　
φ
一
・
五
ⅿ
×
一
・
六
七
ⅿ

設

置

年

月

日

平
一
七
・
五
・
三
一

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

㎥
／
日

五
○

一
四
○

項

目

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

汚
水

等
の

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八　
　

　

～
八
・
六
五
・
八　
　

　

～
八
・
六
五
・
八　
　

　

～
八
・
六
五
・
八　
　

　

～
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ
二
五
○　
　

一
六　
　

三
○
○　
　

二
○　

等
の

化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ
一
五
○　
　

　

八　
　

二
○
○　
　

一
○　

汚
染

状
態

の
値

浮

遊

物

質

量
㎎
／
Ｌ
二
○
○　
　

一
二　
　

二
五
○　
　

一
五　

窒

素

含

有

量
㎎
／
Ｌ

五
○　

四
八　
　

七
○　

六
○　

り

ん

含

有

量
㎎
／
Ｌ

七

　

六
・
四

八

八

大

腸

菌

数

CFU
／
mL
八
○
○
以
下
八
○
○
以
下
八
○
○
以
下
八
○
○
以
下

Ｎ
―
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
㎎
／
Ｌ

二
○　

五

二
五　

七

　

５　

排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
の
値

排

水

口

名

排
水
口
№
１

一
日
当
た
り
の
排
出
水
量

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

㎥
／
日

○

四
五
八

項

目

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
～
八
・
六

五
・
八
～
八
・
六

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

二
四　

二
四　

化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

五

五

浮

遊

物

質

量
㎎
／
Ｌ

一
五　

一
五　

窒

素

含

有

量
㎎
／
Ｌ

二
○　

二
○　

り

ん

含

有

量
㎎
／
Ｌ

二

二

大

腸

菌

数

CFU
／
mL

八
○
○
以
下

八
○
○
以
下

Ｎ
―
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
㎎
／
Ｌ

四

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

ク
ロ
ー
ズ
ド
設
備
を
有
す
る
た
め
、
工
場
排
水
の
放
流
は

行
わ
な
い
。

全
て
の
排
水
処
理
装
置
が
同
時
故
障
し
な
い
た
め
、
過
去

の
届
出
上
最
大
排
水
量
を
記
載

ク
ロ
ー
ズ
ド
処
理
工
程
の
最
終
段
階
で
発
生
す
る
塩
水
は

リ
サ
イ
ク
ル
の
た
め
、
社
外
へ
出
荷

（
告
示
）



令
和
七
年
十
月
十
七
日

大
分
県
報

五

二　

事
前
評
価
に
関
す
る
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
七
年
十
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
一
月
七
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
杵
築
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
大
分
県
地
域
改
善
対
策
奨
学
金
未
収
金
回
収
業
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
七
年
十
月
十
七
日

　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一  

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

　
　

弁
護
士
法
人
ラ
イ
ズ
綜
合
法
律
事
務
所

　
　

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
―
九
―
一　

日
本
橋
三
丁
目
ス
ク
エ
ア
十
二
階

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
係
る
指
定
を
し
た
日

　
　

令
和
七
年
九
月
一
日

三　

委
託
を
し
た
日

　
　

令
和
七
年
九
月
一
日

四　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
警
察
本
部
訓
令

（
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
・
公
告
）

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
30号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
大

分
県

警
察

少
年

警
察

活
動

規
程

（
平

成
14年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
甲

第
23号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
　

　
令

和
７

年
10月

17日
大

分
県

警
察

本
部

長
　

幡
　

野
　

　
　

徹
　

　
第

62条
第

４
号

た
だ

し
書

中
「

受
け

た
児

童
」

の
次

に
「

又
は

そ
の

疑
い

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
児

童
」

を
加

え
、

「
第

12条
第

３
項

」
を

「
第

12条
第

４
項

又
は

第
５

項
」

に
改

め
、

「
保

護
者

」
の

次
に

「
又

は
そ

の
疑

い
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

保
護

者
」

を
加

え
る

。
　
　
　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
７

年
10月

20日
か

ら
施

行
す

る
。

○
公
　
　
　
　
　
告

　

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
七
年
十
月
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

事　
　
　
　

業　
　
　
　

名

着 

手 

年 

月 

日

完 

了 

年 

月 

日

県
営
防
災
ダ
ム
事
業
（
地
震
対
策
型
）

物
咄
溜
池
地
区

令　

三
・　

九
・
二
九

令　

七
・　

一
・
一
五

　
　
　
　
　
　
　

　

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
七
年
十
月
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

事　
　
　
　

業　
　
　
　

名

着 

手 

年 

月 

日

完 

了 

年 

月 

日

県
営
危
険
た
め
池
緊
急
整
備
事
業

（
た
め
池
整
備
）

九
郎
仁
田
地
区

令　

四
・　

八
・
一
一

令　

六
・
一
一
・
一
一


